
枚方市上下水道局新型コロナウィルス行動計画（取組状況） 

 

 

 

 

 

 

 

業務場所 個別の対応状況及び今後の対応予定 

局庁舎 

• 窓口カウンターへの飛沫感染防止策（ビニール設置） 
• 交代勤務体制構築（２～３班体制）及び実施 
• 執務代替場所の設置（３階第１会議室） 
• 未処理汚水に接触する作業時のマスク、保護メガネ着用 

• 全職員のマスク着用 
• 手指の消毒徹底 
• 自宅待機職員担当業務の継続可否等について検討 

 ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 

管理棟３、４階 
• 行動メモの作成（濃厚接触者把握） 
• 交代勤務体制構築（３班体制）及び実施 
• 優先業務の抽出による業務の縮小 

• 全職員マスク着用 
• 手指の消毒徹底 

• ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 

浄水場 
管理棟２階 

• 行動メモの作成（濃厚接触者把握） 
• 浄水課職員と運転管理委託業者とのゾーニング 
• 人員確保の検討 
• 水処理薬品や委託優先業務の人員等の確保にかかる納
入業者・委託業者への連絡・確約 

• 水処理運転管理室機器操作ボタン等共通接触部分の消毒 
• 交代勤務体制構築（３班体制）及び実施 
• 優先業務の抽出による業務の縮小 

• 全職員マスク着用 
• 手指の消毒徹底 
• ２階フロアの立入規制及び立入者のマスク着用
（水処理運転管理室があるため） 

• ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 
• 水処理運転管理室の代替運用 
• 業務経験者の事務応援 

管理棟１階 
水質試験室 

• 行動メモの作成（濃厚接触者把握） 
• 水質試験室内の執務室の分離 
• 水質試験室への入室制限 
• 水質試験室内の共通接触箇所（ドアノブ等）の消毒 
• 交代勤務体制構築（２班体制）及び実施 
• 優先業務の抽出による業務の縮小 

• 全職員マスク着用 
• 手指の消毒徹底 

• ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 
• 業務経験者の事務応援 

春日事務所 

• 行動メモの作成（濃厚接触者把握） 
• 執務室等のゾーニング 
• 窓口カウンターへの飛沫感染防止策（ビニール設置） 
• ２班体制の時差出勤構築で接触者制限 

• 全職員マスク着用 
• 手指の消毒徹底 

• ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 

北部別館 

• 行動メモの作成（濃厚接触者把握） 
• 未処理汚水に接触する作業時のマスク、保護メガネ着用 
• 執務室・入口・トイレ等のゾーニング 
• ２班体制の時差出勤構築で接触者制限 

• 全職員マスク着用 
• 手指の消毒徹底 

• ＢＣＰを踏まえた更なる業務縮小（停止も含む） 

共通して実施する 
対 応 

• 手指の消毒、咳エチケット、啓発ポスター掲示 
• 消毒用アルコールの設置 
• 3つの密（密閉、密集、密接）回避の実施 
• 勤務前の検温 
• 時差出勤及び交通用具による出勤の推奨 
• 優先業務の抽出 
• 職員の出勤体制構築 
• 長時間残業の回避・休暇の適切な取得 
• 共用機器（PC等）の使用の清掃・消毒 
•  

• 当該職員の休暇取得（自宅待機） 
• 執務室の消毒 
• 職員の再配置（出勤体制再構築） 

• 感染者が勤務していた施設等の消毒 
• 濃厚接触者の調査及び休暇取得（自宅待機） 
• 職員の再配置（出勤体制再構築） 

職員の感染状況等 大阪府内で感染者 発生 職員家族に感染者 発生 職員に感染者 発生 



枚方市上下水道局新型コロナウィルス行動計画 （委託業者 取組状況） 

 

 

 

 

 

 

業務場所 感染者が発生する前の協力依頼及び対応 感染者が発生した場合の今後の対応 

お客様センター 
（営業料金課） 

【協力依頼】 
• 手指の消毒、マスク着用、咳エチケットなど感染予防 
• 3つの密（密閉、密集、密接）回避の実施 
• 従業員の家族に症状があれば従業員は自宅待機 
• 健康状況の把握、体温記録（出社時、出社後） 
• 発熱時、当局執務室立入禁止 
• 局の対応方針等の必要な情報を適時提供・通常業務を継続 
• 交代勤務体制の構築 
 

【対応】 
• 応援体制による検針、収納、窓口、開閉栓、宿日直等の各業務の継続 

• 検針業務における定例検針については、拠点内の検針員による応援で対応 
• 収納、窓口、開閉栓、メーター管理の各業務については、業務間で応援体制
を執りながら業務を継続 
なお、検針及び収納業務については、他の支店からの応援も含む 

• さらに感染者が広がる場合は、上下水道局と協議の上、各業務の縮小、停止
を判断 

 

水処理運転管理室 
（浄水課） 

【協力依頼】 
• 手指の消毒、咳エチケットなど感染予防 
• 3つの密（密閉、密集、密接）回避の実施 
• 従業員及びその家族の感染等の情報提供 
• 24時間体制での運転管理（浄水課職員とのゾーニング） 
 

【対応】 
• ８班体制で接触者制限 
• ２階フロアの立入規制及び立入者のマスク着用 
• 交通用具での出勤 

• 感染者が勤務していた施設等の消毒 
• 感染者が勤務していた班の自宅待機 
• 業務の縮小 
• 水処理運転管理室の代替運用 

 

従業員の感染状況 従業員に感染者が出ていない状況 従業員が感染した場合 


